※【リモート保守可、行政情報ネットワーク接続無用】

（別紙３）
保守サービス等仕様書

１．保守サービス
（１）訪問による点検またはリモート保守による点検を行うこと。
　　ア　訪問による点検の場合
毎月１回の定期点検を行うこと。また、必要に応じて点検を行い、機械が常時正常な状態で稼働するよう努めること。
　　イ　リモート保守による点検の場合
公衆インターネットを経由しない、専用線や特定のモバイル閉域網を利用し、遠隔での点検、障害発生の自動通報、毎月の使用量のカウント、トナー等消耗品の自動発注ができること。公衆インターネットでの接続やLGWAN-ASPサービスでの接続は認めない。（複写機を県のネットワークに接続しないためLGWAN-ASPサービスは利用できない。）
（２）９時から１７時までの間に、故障の連絡を受けた場合またはリモート保守により障害を検知した場合は、６０分以内に対応に着手し、速やかに正常な状態に回復させること。
（３）コピー品質を維持するために、消耗品を交換する必要がある場合は、速やかに取り替えを行うこと。
　　　また、使用済みの消耗品は、速やかに持ち帰ること。
（４）機械が常時正常な状態で稼働するために必要な消耗品を円滑に供給すること。
特に、トナーは在庫を切らさないよう常備しておくこと。

２．リモート保守を行う場合の条件
（１）メーカーのシステムから複合機へのデータ送信（ファームウェアアップデート含む）は行わないこと。データ送信は複合機からメーカーのシステムへの一方向に限ること。
（２）複合機本体およびリモート保守におけるセキュリティを維持するため、脆弱性の管理と、最新ファームウェアへの適時アップデートを、受注者と発注者が協力して継続的に実施すること。
（３）接続履歴、操作内容、セキュリティイベントなどを正確に収集・保管し、セキュリティ監視や運用上の問題解決のために分析・活用できる状態を維持すること。

３．そ の 他
　（１）機械の取扱説明書を提出すること。
　（２）必要に応じ機械の設置場所に社員を派遣して、適切な操作方法の指導を行うこと。
　（３）毎月、機械別・各課別の使用カウンタ数を翌月10日までに報告すること。
　（４）機械にはカードカウンターを設置し、これに使用するカードを提供すること。カードの必要枚数は別途指示する。
　（５）契約期間満了にともない複写機を撤去した場合は、複写機内の残存データの消去を行うこと。また、残存データの消去処理終了後、その証明書を提出すること。
　　　　なお、残存データの消去にともなう費用は、契約単価に含まれるものとする。

